
JP 2012-1950 A 2012.1.5

10

(57)【要約】
【課題】ケーシングロッドを地盤から引き抜く際に、ケ
ーシングロッドに挿入した管体がケーシングロッドとと
もに引き抜かれることを、より確実に防止できる管体の
アンカー装置および管体の抜け止め方法を提供する。
【解決手段】削孔に内設されたケーシングロッドに外管
１５を挿入した後、外管１５の先端部に取り付けたシリ
ンダ６の後端に接続された注水パイプ１２ａを通じてシ
リンダ６内に水Ｗを供給し、この水Ｗの水圧によって、
ピストン７と押圧部材３を前進させることにより、ケー
シングロッドの先端の地盤中で、開閉羽根２をシリンダ
６外周方向に広げ、ピストン７がシリンダ６内の所定の
位置まで移動した際に、シリンダ６に設けた拡径部６ａ
からシリンダ６内の水Ｗを外部に流出させ、水Ｗの流出
によるシリンダ６内の水圧の低下を水圧センサで検知し
た後に、ケーシングロッドを地盤上に引き抜く。
【選択図】図４
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　削孔に内設されたケーシングロッドに挿入した管体を地盤中に定着させる管体のアンカ
ー装置において、前記管体の先端部に取り付けられるシリンダと、このシリンダの後端に
着脱自在に接続される注水パイプと、この注水パイプを通じてシリンダ内に水を供給する
水圧付与手段と、供給された水の水圧によってシリンダ内をシリンダ先端側に移動するピ
ストンと、このピストンとともにシリンダ先端側に移動する押圧部材と、この押圧部材に
より押圧されてシリンダ外周方向に広がる開閉羽根と、前記シリンダ内の水圧を検知する
水圧センサとを備え、前記シリンダの所定位置にシリンダ内の水をシリンダ外部に流出さ
せる流出部を設け、前記流出部を設けた位置に前記ピストンが移動するまでに、前記開閉
羽根をシリンダ外周方向に所定の開き角度で広げるように構成したことを特徴とする管体
のアンカー装置。
【請求項２】
　前記開閉羽根を上下に挟んで保持する保持プレートを設け、この保持プレートに前記開
閉羽根を回動可能に軸支し、前記保持プレートにシリンダ軸方向に延びるガイド穴を設け
るとともに、前記押圧部材にガイド突起を設け、前記押圧部材が移動する際にガイド突起
をガイド穴に沿わせて移動させる構成にした請求項１に記載の管体のアンカー装置。
【請求項３】
　前記保持プレートとともに開閉羽根をカバー体で覆っておき、開閉羽根がシリンダ外周
方向に広がる際に、前記カバー体が、開閉羽根によって切断されるように構成した請求項
１または２に記載の管体のアンカー装置。
【請求項４】
　前記開閉羽根に、その表面から突出する突出部を設けた請求項１～３のいずれかに記載
の管体のアンカー装置。
【請求項５】
　削孔に内設されたケーシングロッドに挿入した管体を地盤中に定着させる管体の抜け止
め方法において、前記管体の先端部にシリンダを取り付けるとともに、シリンダ内をシリ
ンダ先端側に移動するピストンと、このピストンとともにシリンダ先端側に移動する押圧
部材と、この押圧部材により押圧されてシリンダ外周方向に広がる開閉羽根とを設けてお
き、この管体を前記ケーシングロッドに挿入した後、前記シリンダの後端に着脱自在に接
続されている注水パイプを通じてシリンダ内に水を供給して、供給した水の水圧によって
、前記ピストンとともに押圧部材を移動させることにより、前記ケーシングロッドの先端
の地盤中で、前記開閉羽根をシリンダ外周方向に広げ、前記ピストンがシリンダの所定の
位置に設けた流出部まで移動した際に、この流出部からシリンダ内の水をシリンダ外部に
流出させるようにして、この水の流出によるシリンダ内の水圧の低下を水圧センサで検知
した後に、前記ケーシングロッドを地盤上に引き抜くようにしたことを特徴とする管体の
抜け止め方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、管体のアンカー装置および管体の抜け止め方法に関し、さらに詳しくは、ケ
ーシングロッドを地盤から引き抜く際に、ケーシングロッドに挿入した管体がケーシング
ロッドとともに引き抜かれることを、より確実に防止できる管体のアンカー装置および管
体の抜け止め方法に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　軟弱地盤を強化するために、外管と内管とからなる二重管を用いて地盤改良薬液を地盤
に注入する工法が知られている。この地盤改良工法では、ケーシングロッドによって地盤
を削孔した後、削孔に内設されたケーシングロッドに外管を挿入してからケーシングロッ
ドを地盤上に引き抜いて、外管を地盤中に残して定着させた状態にする。次いで、この外
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管に内管を挿入して、内管を通じて地盤改良薬液を供給して、外管に設けた吐出口から地
盤改良薬液を地盤に浸透注入させる。外管の先端部には、ケーシングロッドを引き抜く際
にケーシングロッドとともに外管が引き抜かれないようにアンカーが設けられている。
【０００３】
　このアンカーは種々のタイプが提案されている（例えば、特許文献１、２参照）。特許
文献１では、外管外周側に広がるバネ翼（羽根部材）で形成されたアンカーが開示されて
いる。特許文献２では、折りたたみ自在の羽根部材を有するアンカー（図１－Ａ参照）、
錘を用いたアンカー（図１－Ｂ参照）、流体を注入して膨張する袋体を用いたアンカー（
図１－Ｃ参照）が例示されている。引き抜き抵抗を大きくするには、外管外周側に広がる
羽根部材を有するアンカーや膨張する袋体を用いたアンカーが優れている。しかしながら
、バネの付勢力を用いて羽根部材を広げる構造では、地盤の固さに応じてバネの付勢力を
適切に設定することが難しい。地盤の固さに比してバネの付勢力が過小であると羽根部材
が十分に広がらないので、十分な抜け止め効果を得られない。一方、バネの付勢力を過大
にすると、ケーシングに外管を円滑に挿入し難くなるという問題が生じる。
【０００４】
　注入した流体によって膨張する袋体を用いたアンカーでは、実際に地盤中で袋体がどの
程度膨張したのかを把握できない。そのため、高い水圧をかけて流体を袋体に注入しても
、十分な抜け止め効果を得られないことがある。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】特開平１－１３１７１５号公報
【特許文献２】特開２００５－４２４２６号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　本発明の目的は、ケーシングロッドを地盤から引き抜く際に、ケーシングロッドに挿入
した管体がケーシングロッドとともに引き抜かれることを、より確実に防止できる管体の
アンカー装置および管体の抜け止め方法を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　上記目的を達成するため、本発明の管体のアンカー装置は、削孔に内設されたケーシン
グロッドに挿入した管体を地盤中に定着させる管体のアンカー装置において、前記管体の
先端部に取り付けられるシリンダと、このシリンダの後端に着脱自在に接続される注水パ
イプと、この注水パイプを通じてシリンダ内に水を供給する水圧付与手段と、供給された
水の水圧によってシリンダ内をシリンダ先端側に移動するピストンと、このピストンとと
もにシリンダ先端側に移動する押圧部材と、この押圧部材により押圧されてシリンダ外周
方向に広がる開閉羽根と、前記シリンダ内の水圧を検知する水圧センサとを備え、前記シ
リンダの所定位置にシリンダ内の水をシリンダ外部に流出させる流出部を設け、前記流出
部を設けた位置に前記ピストンが移動するまでに、前記開閉羽根をシリンダ外周方向に所
定の開き角度で広げるように構成したことを特徴とする。
【０００８】
　ここで、前記開閉羽根を上下に挟んで保持する保持プレートを設け、この保持プレート
に前記開閉羽根を回動可能に軸支し、前記保持プレートにシリンダ軸方向に延びるガイド
穴を設けるとともに、前記押圧部材にガイド突起を設け、前記押圧部材が移動する際にガ
イド突起をガイド穴に沿わせて移動させる構成にすることもできる。この構成にした場合
、前記保持プレートとともに開閉羽根をカバー体で覆っておき、開閉羽根がシリンダ外周
方向に広がる際に、前記カバー体が、開閉羽根によって切断されるようにすることもでき
る。また、本発明では前記開閉羽根に、その表面から突出する突出部を設けることもでき
る。
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【０００９】
　本発明の管体の抜け止め方法は、削孔に内設されたケーシングロッドに挿入した管体を
地盤中に定着させる管体の抜け止め方法において、前記管体の先端部にシリンダを取り付
けるとともに、シリンダ内をシリンダ先端側に移動するピストンと、このピストンととも
にシリンダ先端側に移動する押圧部材と、この押圧部材により押圧されてシリンダ外周方
向に広がる開閉羽根とを設けておき、この管体を前記ケーシングロッドに挿入した後、前
記シリンダの後端に着脱自在に接続されている注水パイプを通じてシリンダ内に水を供給
して、供給した水の水圧によって、前記ピストンとともに押圧部材を移動させることによ
り、前記ケーシングロッドの先端の地盤中で、前記開閉羽根をシリンダ外周方向に広げ、
前記ピストンがシリンダの所定の位置に設けた流出部まで移動した際に、この流出部から
シリンダ内の水をシリンダ外部に流出させるようにして、この水の流出によるシリンダ内
の水圧の低下を水圧センサで検知した後に、前記ケーシングロッドを地盤上に引き抜くよ
うにしたことを特徴とする。
【発明の効果】
【００１０】
　本発明のアンカー装置によれば、管体の先端部に取り付けられるシリンダと、このシリ
ンダの後端に着脱自在に接続される注水パイプと、この注水パイプを通じてシリンダ内に
水を供給する水圧付与手段と、供給された水の水圧によってシリンダ内をシリンダ先端側
に移動するピストンと、このピストンとともにシリンダ先端側に移動する押圧部材と、こ
の押圧部材により押圧されてシリンダ外周方向に広がる開閉羽根を備えていて、前記シリ
ンダの所定位置に設けた流出部に前記ピストンが移動するまでに、前記開閉羽根をシリン
ダ外周方向に所定の開き角度で広げるように構成したので、地盤の固さに応じて、供給す
る水の水圧を変化させて開閉羽根を広げることができる。そのため、このアンカー装置を
具備した管体を、削孔に内設されたケーシングロッドに挿入した後、前記注水パイプを通
じてシリンダ内に水を供給すると、前記ケーシングロッドの先端の地盤中で、前記開閉羽
根をシリンダ外周方向に円滑に広げることができる。
【００１１】
　ピストンが前記流出部まで移動すると、流出部を通じてシリンダ内の水がシリンダ外部
に流出してシリンダ内部の水圧が低下する。本発明は、シリンダ内の水圧を検知する水圧
センサを備えているので、水圧センサによって、この水圧の低下を検知することができる
。即ち、ピストンが流出部まで移動して、開閉羽根が地盤中で所定の開き角度で広がった
ことを水圧センサによって把握することができる。それ故、シリンダ内の水圧の低下を水
圧センサで検知した後に、前記ケーシングロッドを地盤上に引き抜くようにすれば、ケー
シングロッドとともに管体が引き抜かれることを、従来に比してより確実に防止すること
ができる。
【００１２】
　上記した本発明のアンカー装置を用いることにより、本発明の管体の抜け止め方法を実
施することができる。それ故、ケーシングロッドを地盤から引き抜く際に、ケーシングロ
ットに挿入した管体をケーシングロッドとともに抜かれることを、従来に比してより確実
に防止することができる。
【図面の簡単な説明】
【００１３】
【図１】本発明のアンカー装置のシリンダ周辺部分の内部構造を例示する平面図である。
【図２】図１の開閉羽根周辺部分の内部構造を例示する正面図である。
【図３】図１の開閉羽根が開いている途中の状態を例示する平面図である。
【図４】図１の開閉羽根が完全に開いた状態を例示する平面図である。
【図５】シリンダの一部拡大断面図である。
【図６】図５のシリンダの内部から水が流出する状態を例示する断面図である。
【図７】本発明のアンカー装置の全体概要を例示する説明図である。
【図８】地盤中で開閉羽根を広げた状態を例示する説明図である。
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【図９】図９（ａ）は開閉羽根の変形例を示す平面図、図９（ｂ）は図９（ａ）のＢ矢視
図である。
【図１０】アンカー装置の別の実施形態のシリンダ周辺部分の内部構造を例示する平面図
である。
【図１１】図１０の開閉羽根周辺部分の内部構造を例示する正面図である。
【図１２】連結部の内部構造を例示する説明図である。
【図１３】注水パイプをシリンダの後端から分離させた状態を例示する説明図である。
【発明を実施するための形態】
【００１４】
　以下、本発明の管体のアンカー装置および管体の抜け止め方法を、外管と内管とからな
る二重管を用いて地盤改良薬液を地盤に注入する場合を例にした実施形態に基づいて説明
する。
【００１５】
　図１、２、７に例示するように本発明のアンカー装置１は、外管１５の先端部に取り付
けられるシリンダ６と、シリンダ６の後端に連結部１０を介して着脱自在に接続される注
水パイプ１２ａと、注水パイプ１２ａを通じてシリンダ６内に水Ｗを供給する水圧付与手
段１３とを備えている。外管１５が本発明によって、地盤中に定着させる管体となる。水
圧付与手段１３は、地盤上に設置される送水ポンプ等であり、水圧付与手段１３に接続さ
れた注水ホース１２ｂに注水パイプ１２ａが連結されている。
【００１６】
　注水ホース１２ｂには、シリンダ６内の水圧を検知する水圧センサ１４が設けられてい
る。水圧センサ１４は、水圧付与手段１３または注水パイプ１２ａに設けることもできる
。
【００１７】
　シリンダ６は先端を開口した筒状体であり、その内部には、供給された水Ｗの水圧によ
ってシリンダ６の先端側に移動するピストン７と、シリンダ６の先端開口から突出して移
動する押圧部材３が設けられている。押圧部材３は後端がピストン７と当接していて、ピ
ストン７とともにシリンダ６の先端側に移動する。押圧部材３は、金属等の平板を矢印形
状に形成したものである。この押圧部材３の先端部表面にはガイド突起３ａが突設されて
いる。ピストン７と押圧部材３とは一体化することもできる。
【００１８】
　シリンダ６の先端には、押圧部材３を上下に挟む一対の保持プレート４が固定されてい
る。保持プレート４には、支軸５によって２枚の開閉羽根２が回動可能に軸支されている
。互いの開閉羽根２は、上下に重なってシリンダ６の軸方向中心線を対称にして配置され
ている。
【００１９】
　開閉羽根２は２枚に限定されず、１枚や３枚以上にすることもできるが、構造の簡素化
とバランスの観点から２枚が望ましい。また、２枚の開閉羽根２を閉じている状態で、上
下に重ねて配置することで、狭いスペースでより面積の広い開閉羽根２を採用できるよう
になっている。
【００２０】
　開閉羽根２は保持プレート４とともに、カバー体９で覆われている。図１～図４では、
カバー体９を二点鎖線で示している。カバー体９は薄肉の樹脂フィルム等で形成された袋
体であり、開口端部がシリンダ６の外周面に固定されて閉じられている。
【００２１】
　一方の保持プレート４には、シリンダ６軸方向に延びるガイド穴４ａが設けられている
。このガイド穴４ａには、押圧部材３のガイド突起３ａが挿入されている。水圧付与手段
１３から注入ホース１２および注水パイプ１２ａを通じてシリンダ６内に水Ｗを供給する
と、供給された水Ｗの水圧によってピストン７とともに押圧部材３がシリンダ６の先端側
に移動する。押圧部材３が移動する際に、ガイド突起３ａがガイド穴４ａに沿って移動す
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る。
【００２２】
　シリンダ６の先端側に移動する押圧部材３は、一対の開閉羽根２をかき分けるように前
進する。この押圧部材３により開閉羽根２が押圧されると、図３に例示するように、それ
ぞれの支軸５を中心にして回動してシリンダ６外周方向に広がる。この際に、シリンダ６
外周方向に広がる開閉羽根２によってカバー体９が切断されるように構成されている。カ
バー体９を切断し易くするために、開閉羽根２には鋭利な部分を設けておくとよい。
【００２３】
　シリンダ６内にさらに水Ｗを供給すると、図４に例示するように、それぞれの開閉羽根
２は完全に開いた状態になる。この状態で開閉羽根２は、シリンダ６外周方向に所定の開
き角度Ａで広がるように構成されている。所定の開き角度Ａは、例えば、３０°～９０°
である。
【００２４】
　この実施形態では、押圧部材３のガイド突起３ａをガイドするガイド穴４ａに対して、
それぞれの支軸５がシリンダ６幅方向にオフセットされて配置されている。そのため、押
圧部材３の先端角度よりも大きく開閉羽根２を広げることができる。
【００２５】
　図５に例示するように、ピストン７は円柱状であり、長手方向中途には凹溝７ａが形成
されている。凹溝７ａにはＯリング等のシール部材８が取り付けられている。シール部材
８がシリンダ６の内周面に当接することにより、シール部材８よりも後側のシリンダ６内
部が水密状態になる。
【００２６】
　シリンダ６の先端部には、他の部分よりも内径が大きく、シール部材８が当接しない拡
径部６ａが設けられている。したがって、図６に例示するようにピストン７が拡径部６ａ
まで移動すると、シール部材８と拡径部６ａとのすき間からシリンダ６内の水Ｗがシリン
ダ６外部に流出する。
【００２７】
　このようにシリンダ６の所定位置には、シリンダ６内の水Ｗをシリンダ６外部に流出さ
せる流出部となる拡径部６ａが設けられている。流出部は、この実施形態のように拡径部
６ａだけでなく、シリンダ６の所定位置でシリンダ６の周壁に貫通孔を設け、この貫通孔
を流出部にすることもできる。
【００２８】
　したがって、拡大部６ａを設けた位置にピストン７が移動するまでに、開閉羽根２をシ
リンダ６外周方向に所定の開き角度Ａで広げるように構成されている。水Ｗの流出により
シリンダ６内の水圧は低下し、この水圧の低下は水圧センサ１４で検知される。
【００２９】
　このアンカー装置１を具備した外管１５を地盤中に定着させる本発明の抜け止め方法は
以下のとおりである。
【００３０】
　まず、ケーシングロッド１６により地盤を削孔して、成形した削孔Ｈにケーシングロッ
ド１６を内設した状態にする。このケーシングロッド１６に、図７に例示するようにアン
カー装置１を具備した外管１５を挿入する。この時に開閉羽根２は閉じられていてシリン
ダ６の外周面よりも外周側に広がっていない。そのため、この外管１５を円滑にケーシン
グロッド１６に挿入することができる。
【００３１】
　ケーシングロッド１６は削孔Ｈの中で少し上方に移動させておく。そして、ケーシング
ロッド１６の先端から開閉羽根２に相当する部分を突出させて、この部分をケーシングロ
ッド１６の先端の削孔Ｈに配置する。
【００３２】
　その後、水圧付与手段１３から注水パイプ１２ａを通じてシリンダ６内に水Ｗを供給し
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て、図８に例示するようにケーシングロッド１６の先端の地盤中で、開閉羽根２をシリン
ダ６外周方向に広げる。地盤の固さに応じて、供給する水Ｗの水圧を変化させて開閉羽根
２を広げることができるので、地盤の固さによらず、開閉羽根２をシリンダ６外周方向に
円滑に広げることができる。
【００３３】
　ここで、拡径部６ａから水Ｗが流出することによるシリンダ６内の水圧の低下を、水圧
センサ１４によって検知することができる。即ち、ピストン７が拡径部６ａまで移動して
、開閉羽根２が地盤中で所定の開き角度Ａで広がったことを水圧センサ１４によって把握
することができる。
【００３４】
　シリンダ６内の水圧の低下を水圧センサ１４で検知した後に、ケーシングロッド１６を
地盤上に引き抜く。この時に、地盤中で所定の開き角度Ａで広がった開閉羽根２によって
、外管１５は地盤中に強固に保持されている。そのため、ケーシングロッド１６を引き抜
く際に、外管１５を引き抜こうとする力が作用しても、所定の開き角度Ａで広がった開閉
羽根２によって大きな抵抗力が生じる。これにより、ケーシングロッド１６とともに外管
１５が引き抜かれることを、従来に比してより確実に防止して外管１５を地盤中に定着さ
せることができる。
【００３５】
　次いで、注水パイプ１２ａをシリンダ６の後端から取り外して地盤上に引き上げる。注
水パイプ１２ａは地盤中に残留させることなく、再利用することができる。
【００３６】
　その後、地盤に定着させた外管１５には、内管を挿入する。次いで、この内管を通じて
地盤改良薬液を供給して、外管１５に設けた吐出口から地盤改良薬液を地盤に浸透注入さ
せる。
【００３７】
　また、実施形態のようにカバー体９を設けた場合は、地盤中に挿入した保持プレート４
や開閉羽根２のすき間に土砂等が入り込むことを防止できる。そのため、地盤中で開閉羽
根２を円滑に広げるには有利になっている。
【００３８】
　また、ガイド穴４ａとガイド突起３ａを設けた場合は、押圧部材３がシリンダ６の先端
側に移動する際に、ガイド突起３ａがガイド穴４ａに沿って移動するので、地盤中でも押
圧部材３を安定してシリンダ６の先端側に移動させることができる。これによっても、地
盤中で開閉羽根２を円滑に広げるには有利になっている。また、ガイド穴４ａを両方の開
閉羽根２（支軸５）の中間位置に形成することで、それぞれの開閉羽根２を均等に広げる
ことができる。
【００３９】
　図９に例示するように開閉羽根２の表面には、その表面から突出する突出部２ａを設け
ることもできる。突出部２ａは、開閉羽根２が広がる際には地盤との抵抗を小さくするこ
とが望ましい。一方、外管１５が引き抜かれ難くするには、突起部２ａと地盤との抵抗を
大きくすることが望ましい。そこで、図９に例示するように、突出部２ａは、開閉羽根２
の前縁側から後縁側に向かって傾斜して立つような形状にするのが好ましい。
【００４０】
　図１０、図１１にアンカー装置１の別の実施形態を例示する。この実施形態では、それ
ぞれの開閉羽根２が、直接、押圧部材３によって押圧されるのではなく、補助アーム２ｂ
を介して押圧される構造になっている。それぞれの開閉羽根２は、断面Ｌ字状になってい
る。
【００４１】
　シリンダ６の先端には、押圧部材３を上下に挟む一対の保持プレート４が固定されてい
る。保持プレート４には、支軸５によって２枚の開閉羽根２が回動可能に軸支されている
。それぞれの開閉羽根２の長手方向中途には補助アーム２ｂの一端部が、支軸２ｃによっ
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て回動可能に軸支されている。互いの補助アーム２ｂの他端部は、１本のガイド支軸２ｄ
に回動可能に軸支されている。ガイド支軸２ｄは、保持プレート４に設けられたガイド穴
４ａに挿入されている。
【００４２】
　水圧付与手段１３から注入ホース１２および注水パイプ１２ａを通じてシリンダ６内に
水Ｗを供給すると、供給された水Ｗの水圧によってピストン７とともに押圧部材３がシリ
ンダ６の先端側に移動する。押圧部材３が移動する際に、ガイド突起３ａがガイド穴４ａ
に沿って移動する。
【００４３】
　シリンダ６の先端側に移動する押圧部材３は、一対の補助アーム２ｂをかき分けるよう
に前進する。この押圧部材３により補助アーム２ｂが押圧されると、図１０に例示するよ
うに、ガイド支軸２ｄがガイド穴４ａに沿って移動するとともに、ガイド支軸２ｄを中心
に補助アーム２ｂが回動して外側に広がる。この補助アーム２ｂの動きによって、それぞ
れの開閉羽根２は支軸２ｃを通じて、押圧されて支軸５を中心にして回動してシリンダ６
外周方向に広がる。
【００４４】
　このようにして、先の実施形態と同様に、拡径部６ａを設けた位置にピストン７が移動
するまでに、開閉羽根２をシリンダ６外周方向に所定の開き角度Ａで広げるように構成さ
れている。この実施形態においても、先の実施形態と同じく開閉羽根２を保持プレート４
とともに、カバー体９で覆うようにすることが好ましい。
【００４５】
　シリンダ６の後端と注水パイプ１２ａとは、図１２に例示するように連結されている。
この連結部１０は、筒状のケーシング１０ａと、ケーシング１０ａの内部に挿入される挿
入体１１ａを有している。
【００４６】
　ケーシング１０ａはシリンダ６の後端部に接続されている。ケーシング１０ａはシリン
ダ６側に大径空洞部１０ｂを有し、大径空洞部１０ｂに続いて注水パイプ１２ａ側に、よ
り内径の小さな小径空洞部１０ｃを有している。したがって、大径空洞部１０ｂと小径空
洞部１０ｃとの境目は段差になっている。大径空洞部１０ｂに内周面には、ケーシング１
０ａの軸方向に延びる共回り防止突起１０ｄが突設されている。
【００４７】
　挿入体１１ａの後端部には注水パイプ１２ａが取り付けられている。挿入体１１ａの先
端側は、ネジ螺合して装着されている分離可能な分離部１１ｂになっている。分離部１１
ｂにはスプリング１１ｅと、スプリング１１ｅによって先端側に付勢される押圧ボール１
１ｄが内設されている。
【００４８】
　また、押圧ボール１１ｄよりも先端側には一対のストッパ１１ｃが支軸１１ｇによって
回動可能に軸支されている。付勢された押圧ボール１１ｄに押圧されることにより、２枚
のストッパ１１ｃが支軸１１ｇを中心に回転して大径空洞部１０ｂの内周面に圧接するよ
うになっている。
【００４９】
　挿入体１１ａの中心には、長手方向に貫通する流路１１ｆが形成されている。流路１１
ｆを通じて注水パイプ１２ａとシリンダ６の内部とが連通している。挿入体１１ａの外周
面には、Ｏリング等のシール部材が適宜設けられる。
【００５０】
　注水パイプ１２ａをシリンダ６の後端部に接続する際には、シリンダ６の後端部に固定
されたケーシング１０ａに、注水パイプ１２ａの先端部に取り付けられた挿入体１１ａを
挿入する。この時、それぞれのストッパ１１ｃは、小径空洞部１０ｃの内周面に押圧され
ることにより、スプリング１１ｅの付勢力に対抗して、支軸１１ｇを中心にして互いに閉
じる方向に移動する。ストッパ１１ｃを小径空洞部１０ｃに摺接させながら挿入体１１ａ
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をさらに前進させてストッパ１１ｃを大径空洞部１０ｂまで挿入すると、それぞれのスト
ッパ１１ｃは、スプリング１１ｅに付勢力によって、支軸１１ｇを中心にして互いに開く
方向に移動して大径空洞部１０ｂの内周面に圧接する。このようにストッパ１１ｃが開い
た状態になるため、注水パイプ１２ａを地盤上へ引き抜こうとしても、ストッパ１１ｃが
大径空洞部１０ｂと小径空洞部１０ｃとの間の段差に引っ掛かり、注水パイプ１２ａが抜
けないようにシリンダ６に接続される。注水パイプ１２ａから供給される水は、流路１１
ｆを通じてシリンダ６の内部に供給される。
【００５１】
　注水パイプ１２ａをシリンダ６の後端部から取り外して地盤上に引き上げる際には、注
水パイプ１２ａを捩じるようにして、挿入体１１ａを回転させる。挿入体１１ａはケーシ
ング１０ａの中で回転するが、ストッパ１１ｃが共回り防止突起１０ｄに係止するため分
離部１１ｂの回転が阻止される。これにより、回転する挿入体１１ａに対して分離部１１
ｂの螺合が解除されて、図１３に例示するように分離部１１ｂが挿入体１１ａから分離す
る。分離部１１ｂが挿入体１１ａから分離すると、注水パイプ１２ａを地盤上に引き上げ
ることができる。
【００５２】
　本発明は、鉛直な削孔Ｈに外管１５を挿入する場合だけでなく、斜めの削孔Ｈや途中で
屈曲した削孔Ｈに外管１５を挿入して地盤中に定着させる場合にも適用することができる
。また、本発明は、地盤改良薬液注入用の外管１５を地盤中に定着させるだけでなく、他
の工事に使用する管体を地盤中に定着させるために適用することができる。例えば、円筒
型ドレーン工法において、円筒型ドレーン管を地盤中に定着させるために適用できる。
【符号の説明】
【００５３】
１　アンカー装置
２　開閉羽根
２ａ　突出部
２ｂ　補助アーム
２ｃ　支軸
２ｄ　ガイド支軸
３　押圧部材
３ａ　ガイド突起
４　保持プレート
４ａ　ガイド穴
５　支軸
６　シリンダ
６ａ　拡径部（流出部）
７　ピストン
７ａ　凹溝
８　シール部材
９　カバー体
１０　連結部
１０ａ　ケーシング
１０ｂ　大径空洞部
１０ｃ　小径空洞部
１０ｄ　共回り防止突起
１１ａ　挿入体
１１ｂ　分離部
１１ｃ　ストッパ
１１ｄ　押圧ボール
１１ｅ　スプリング
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１１ｆ　流路
１１ｇ　支軸
１２ａ　注水パイプ
１２ｂ　注水ホース
１３　水圧付与手段
１４　水圧センサ
１５　外管（管体）
１７　ケーシングロッド
Ｈ　削孔
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